
（資料４６－４）

個人情報の提供を受けてから廃棄するまでの流れ

消費生活センター 高齢者総合相談センター 新宿区社会福祉協議会
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⑤相談終了後、5年間保存し廃棄。
⑤対象者死亡後、5年間保存し廃
棄。

⑤相談終了後、5年間保存し廃棄。

①相手方より、紙媒体により個人情報の提供を受ける。（緊急時は電話で受けた後、紙媒体でも受ける。）

②受けた情報に基づき、消費者被害への対応を実施する。

③提供を受けた個人情報をシステムに入力する。

④相談業務及び見守り活動において個人情報を利用する。


